
人 材 確 保 総 合 対 策 委 員 会 設 置 要 綱 に つ い て （ 例 規 ）

平 成 ２ 年 ３ 月 15日

兵 警 務 例 規 第 ９ 号

人 材 確 保 総 合 対 策 委 員 会 設 置 要 綱 を 下 記 の と お り 定 め 、 平 成 ２ 年 ３ 月 15日 か

ら 実 施 す る 。

記

１ 設 置

警 察 本 部 に 、 人 材 確 保 総 合 対 策 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う ） を 置 く 。。

２ 任 務

委 員 会 は 、 優 秀 な 警 察 官 を 確 保 す る た め 、 採 用 情 勢 の 変 化 に 即 応 し た 採 用

関 係 業 務 の 在 り 方 、 魅 力 あ る 職 場 づ く り の 確 立 方 策 等 を 総 合 的 に 検 討 し 、 そ

の 推 進 を 図 る こ と を 任 務 と す る 。

３ 組 織 等

委 員 会 は 、 委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 組 織 し 、 そ の 構 成 は 次 の と

お り と す る 。

委 員 長 警 務 部 長

副 委 員 長 警 察 学 校 長

警 務 部 参 事 官

委 員 総 務 部 総 務 課 長

総 務 部 県 民 広 報 課 長

総 務 部 会 計 課 長

警 務 部 教 養 課 長

警 務 部 厚 生 課 長

刑 事 部 刑 事 企 画 課 長

刑 事 部 組 織 犯 罪 対 策 局 組 織 犯 罪 対 策 課 長

生 活 安 全 部 生 活 安 全 企 画 課 長

地 域 部 地 域 企 画 課 長

交 通 部 交 通 企 画 課 長

警 備 部 公 安 第 一 課 長

警 務 部 警 務 課 管 理 官 兼 次 席

委 員 長 が 指 定 す る 警 察 署 長

４ 運 営

(1) 委 員 長 は 、 必 要 の 都 度 委 員 会 を 招 集 し 、 議 事 を 主 宰 す る 。

(2) 委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 に 対 し 、 委 員 会 へ

の 出 席 を 求 め る こ と が で き る 。

５ 審 議 事 項

委 員 会 は 、 委 員 会 の 任 務 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 項 に つ い て 審 議 す る も の

と す る 。



(1) 人 材 確 保 に 資 す る 効 果 的 な 広 報 に 関 す る こ と 。

(2) 採 用 情 勢 の 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

(3) 採 用 業 務 の 改 善 に 関 す る こ と 。

(4) 採 用 時 教 養 の 改 善 に 関 す る こ と 。

(5) 魅 力 あ る 職 場 づ く り に 関 す る こ と 。

(6) 警 察 施 設 及 び 装 備 の 改 善 に 関 す る こ と 。

(7) 福 利 厚 生 の 改 善 に 関 す る こ と 。

(8) そ の 他 委 員 長 の 命 ず る 事 項 に 関 す る こ と 。

６ 幹 事 会

(1) 委 員 会 に 、 委 員 会 の 審 議 事 項 に 関 す る 総 合 的 な 対 策 を 検 討 し 、 そ の 推 進

を 図 る た め 、 幹 事 会 を 置 く 。

(2) 幹 事 会 は 、 幹 事 長 、 副 幹 事 長 及 び 幹 事 を も っ て 組 織 し 、 そ の 構 成 は 次 の

と お り と す る 。

幹 事 長 警 務 部 警 務 課 管 理 官 兼 次 席

副 幹 事 長 警 務 部 警 務 課 管 理 官

幹 事 総 務 部 総 務 課 管 理 官 兼 次 席

総 務 部 県 民 広 報 課 管 理 官 兼 次 席

総 務 部 会 計 課 次 席

警 務 部 教 養 課 次 席

警 務 部 厚 生 課 次 席

刑 事 部 刑 事 企 画 課 管 理 官 兼 次 席

刑 事 部 組 織 犯 罪 対 策 局 組 織 犯 罪 対 策 課 管 理 官 兼 次 席

生 活 安 全 部 生 活 安 全 企 画 課 管 理 官 兼 次 席

地 域 部 地 域 企 画 課 管 理 官 兼 次 席

交 通 部 交 通 企 画 課 管 理 官 兼 次 席

警 備 部 公 安 第 一 課 管 理 官 兼 次 席

警 察 学 校 管 理 官 兼 副 校 長

幹 事 長 が 指 定 す る 警 察 署 の 副 署 長 又 は 次 長

(3) 幹 事 長 は 、 必 要 に 応 じ て 幹 事 会 を 開 催 し 、 そ の 結 果 を 委 員 会 に 報 告 す る

も の と す る 。

７ 部 会

(1) 幹 事 会 は 、 専 門 的 な 調 査 、 研 究 等 を 行 わ せ る た め 、 部 会 を 置 く 。

(2) 部 会 は 、 部 会 長 、 副 部 会 長 及 び 部 会 員 を も っ て 組 織 し 、 そ の 構 成 及 び 任

務 は 別 表 の と お り と す る 。

(3) 部 会 長 は 、 必 要 に 応 じ て 部 会 を 開 催 し 、 そ の 結 果 を 幹 事 長 に 報 告 す る も

の と す る 。

８ 庶 務

委 員 会 及 び 幹 事 会 の 庶 務 は 警 務 部 警 務 課 、 部 会 の 庶 務 は 部 会 長 の 属 す る 所

属 に お い て 行 う 。


